
 

令和５年１０月１日から消費税の仕入額控除の方式としてインボイス制度が始まります。 

インボイスを発行するためには登録 申請が必要ですが、登録を受けるかどうかは事業者の 

任意です。 

今回のセミナーでは、みなさまの会社や事業所はインボイス制度を導入するとどうなる？ 

しないとどうなる？について釜石税務署よりご説明いただきます。 
 

 

 

参 加 申 込 書 

社 名 ・ 事 業 所 名 
 

参 加 代 表 者 氏 名 
  

名 

電 話 番 号 
 

申込締切:11/28（月）定員となり次第受付を終了いたします 
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対 策 セ ミ ナ ー 入門編 
～うち、インボイス関係ある?～ 
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